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公益社団法人全日本病院協会 災害時医療支援活動規則 

 

公益社団法人全日本病院協会 災害時医療支援活動規則を次のように定める。 

 

第１章 目的 

（目的） 

第１条 当規則は、災害救助法が適用される自然災害発生時または新興感染症等のまん延時における

全日本病院協会（以下、「この会」」という。）の医療支援活動の体制及び運営に関し、必要な事項

を定めることを目的とする。 

 

第２章 体制 

（災害時医療支援活動を行う病院の指定等） 

第２条 この会の都道府県支部（以下、「支部」という。）に、１つ以上の災害時医療支援活動を行う

会員病院（以下、「災害時医療支援活動指定病院」略して「指定病院」という。）を置く。 

２ 指定病院は、救急・防災委員会が、支部の意見を参酌の上選定し、常任理事会が指定するもの

とする。 

３ 指定基準は、医療支援活動の実績がある会員病院、及び支部より推薦のあった会員病院とする。 

４ 支部には、災害時医療支援活動を中核的に行う病院（以下、「災害時医療支援活動幹事指定病院」

略して「幹事指定病院」という。）、及び当該病院を支援する病院（以下、「災害時医療支援活動副

幹事指定病院」、略して「副幹事指定病院」という。）を置く。但し、北海道支部の指定病院は、

地理的状況を勘案し、全て幹事指定病院とする。 

５ 幹事指定病院、副幹事指定病院（以下、「指定病院」という。）は、支部で調整の上、指定する

ものとする。 

６ 指定の有効期限は、指定病院からの辞退の申し出が無い限り、原則として継続するものとする。 

７ 指定病院辞退の申し出は、救急・防災委員会に申請の上、協議し、常任理事会において承認を

得るものとする。 

８ 指定病院がＡＭＡＴ（エーマット、以下、「ＡＭＡＴ」という。）を管理・調整し、当該施設内

に災害時におけるＡＭＡＴの活動拠点として使用する場所を確保するものとする。 

９ ＡＭＡＴとは、災害時医療支援活動班のことを指し、All Japan Hospital Medical Assistance 

Team の略とする。 

10 ＡＭＡＴを有する会員病院は、ＡＭＡＴ病院とする。 

 

(ＡＭＡＴ運用体制の確保) 

第３条 救急・防災委員会は、支部、関係自治体、日本赤十字社支部、消防、警察、各種医療団体等

と連携し、ＡＭＡＴの運用に関する事項を協議するものとする。 

２ 救急・防災委員会は、通常時にＡＭＡＴ隊員の登録作業、登録証の更新作業、ＡＭＡＴ隊員養

成研修及び技能維持研修の実施、並びにＡＭＡＴ体制の維持及び発展等に関わる事務を取り扱う

ものとする。 

３ 前項のＡＭＡＴ体制の維持等のため、救急・防災委員会の下にＡＭＡＴ研修ワーキンググルー

プを設置するものとする。 
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第３章 運営 

（救急・防災委員会委員長の指示・連絡調整・協力要請） 

第４条 救急・防災委員会委員長（以下、「委員長」という。）は、災害救助法の適用が予想される大 

震災等の自然災害（以下、「対象災害」という。）または新興感染症等が発生したことを認知し 

た場合は会長へ報告し、対象災害または新興感染症等が発生した支部の指定病院に対し対象地 

域内の会員病院の情報収集、及び医療支援を行うよう指示するとともに、各支部等との連絡調 

整を行うものとする。 

 ２ 前項の各支部等に対する調整において、支部長等との調整が困難な場合は、委員長が原則、支

部の指定病院に対し、被災地内の会員病院の情報収集、及び医療支援を行うよう指示、或いは協

力要請を行うものとする。 

 

（委員長のＡＭＡＴ派遣の上申・事後報告） 

第５条 委員長は、被災地内の会員病院等において、対象災害または新興感染症等による被害が発生

していることが予想される場合は、会長に対し、ＡＭＡＴの派遣の上申を行うことができる。 

２ 前項により上申を受けた会長は、上申内容を検討の上、ＡＭＡＴの派遣を承認する。但し、急

を要する場合は、この限りでない。 

 

（ＡＭＡＴの登録と編成） 

第６条 ＡＭＡＴは、救急・防災委員会が作成した別に定める研修を修了した者、及び同等の経験を

有する者をＡＭＡＴ隊員として登録する。 

２ ＡＭＡＴの編成は、原則として、医師１名・看護師 1 名・業務調整員１名を最低単位とする。 

但し、業務調整員とは、薬剤師、事務職員、メディカルスタッフを含む。 

 

（被災地への移動手段） 

第７条 ＡＭＡＴの被災地への移動手段は、原則として、ＡＭＡＴ病院の救急車等とする。 

 

第４章 活動 

（ＡＭＡＴの活動範囲等） 

第８条 ＡＭＡＴは、災害救助法第２条が適用される以下の施設内において、医療支援を行うものと 

する。 

 （1） 被災医療施設 

  （2） 被災現場 

(3)   搬送基地 

(4)   医療救護所 

(5)  避難所 

  （6） その他 

２ ＡＭＡＴの医療支援は、以下のとおりとする。 

  （1） トリアージ 

  （2） 傷病者に対する医療処置 

 （3） 被災医療施設の支援 
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  （4）  搬送支援 

(5)  その他 

３ その他、ＡＭＡＴの具体的な活動要領は、別に定める。 

（活動時の服装） 

第９条 災害現場での活動に適し、この会名を表示した統一された服装にて活動するものものとする。 

 

第５章 費用 

（費用支給） 

第 10 条 この会は、第４条第２項の規定による派遣要請に基づくＡＭＡＴの被災地での活動に係る費

用を、次条の定める支給基準により、災害時医療支援活動支援金（以下、「支援金」という。）と

して支給する。 

 

（支給基準）  

第 11 条 支援金の支給対象は、交通費、宿泊費、薬剤費、治療材料費等の実費分とし、上限は別に 

定めるとする。尚、やむを得ない事情により、支援金の増額が必要な場合は、会長の承認を得る

ものとする。 

２ 災害救助法第 23 条に基づく医療救護班活動を行った場合は、同法第 33 条により救助に要する

費用は、救助の行われた地域の都道府県が支弁し、支援金は支給しないものとする。 

３ 支援金は、常任理事会の承認を得て、支給するものとする。その他、支給に関する必要な事項

は、別途定めるものとする。 

 

第６章 その他 

（不測の事態への対応） 

第 12 条 不測の事態に対応するため、当規則の改定が必要な場合は、救急・防災委員会において 

 協議し、常任理事会の承認を得て、改定するものとする。 

  

 

附 則 

この規則は、平成 20 年 10 月 18 日から施行する。 

改正・平成 24 年 ７月 21 日 〔第 3 条、第 4 条、第 5 条、第 6 条、第 7 条、第 9 条、第 10 条〕 

改正・平成 25 年 11 月 １日 〔第 2 条、第 3 条、第 4 条、第 5 条、第 6 条、第 7 条、第 8 条、 

第 9 条、第 10 条、第 11 条、第 12 条〕 

改正・平成 28 年 １月 ８日 〔第 5 条〕 

改正・平成 28 年 ８月 27 日〔第 2 条、第 4 条、第 5 条、第 7 条〕 

改訂・平成 29 年 ５月 20 日〔第 2 条〕 

改訂・令和４年  ５月 21 日〔第 1 条、第 4 条、第 5 条〕 

 

 


